
人事異動に伴う記載の変更の
ため、重要な変更にあたらな
い。

平成31年3月7日 Ⅰ－５②所属長 母子保健担当課長　斉藤　そのみ 母子保健担当課長 事後

変更箇所
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

平成29年4月1日 Ⅰ－５②所属長 母子保健担当課長　山中　洋子 母子保健担当課長　斉藤　そのみ 事後

評価書の様式変更に伴う記載
の変更のため、重要な変更に
あたらない。

平成31年3月7日 Ⅳ　リスク対策 （なし） 項目を追加 事後
様式改定に伴う記載項目の追
加のため、重要な変更にあた
らない

令和2年6月16日 Ⅰ－３②事務の概要

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律に基づき、自立支援医療（育
成医療）の支給に関して、以下の事務を行う。
①申請書類を受付し、管理する。
②自立支援医療（育成医療）の審査結果及び
認定内容の情報を管理する。
③認定内容に基づき、自立支援医療（育成医
療）の支給を管理する。

自立支援医療（育成医療）の支給に関する事務
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支
援するための法律に従い、自立支援医療（育成
医療）の支給業務で以下の事務を行う。
①申請書類（申請書、意見書書等）を受付し、
管理する。
②申請内容に基づき受給資格の審査を行う。
③自立支援医療（育成医療）の審査結果及び
認定内容の情報を管理する。
④認定内容に基づき、受給者証の発行及び自
立支援医療（育成医療）の支給を管理する。

事後 文言整理

令和2年6月16日 Ⅰ－５②所属長 母子保健担当課長 地域保健・母子保健担当課長 事後
様式の変更及び人事異動に
伴う記載の変更のため、重要
な変更にあたらない。

令和2年6月16日

Ⅱ　しきい値判断項目
１．対象人数
いつ時点の計数か

平成27年2月17日時点 令和2年4月1日時点 事後 時点修正

令和2年6月16日

Ⅱ　しきい値判断項目
２．取扱者数
いつ時点の計数か

平成27年2月17日時点 令和2年4月1日時点 事後 時点修正


